
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
つ
い
て
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
に
規
定
さ

れ
、
正
規
社
員
と
非
正
規
社
員
の
同
一
処

遇
を
求
め
て
い
ま
す
。
20
年
４
月
か
ら
大

企
業
に
適
用
さ
れ
、
21
年
４
月
か
ら
中
小

企
業
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
実

際
に
は
、
格
差
は
存
在
し
た
ま
ま
と
な
っ

て
い
る
場
合
が
あ
り
、
労
働
組
合
に
よ
る

改
善
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

諸
手
当
の
差
別
は
不
合
理

日
本
郵
便
を
相
手
に
起
こ
さ
れ
て
い
た

裁
判
の
判
決
で
、
最
高
裁
は
去
年
の
10
月

に
各
種
手
当
や
休
暇
な
ど
に
つ
い
て
、
契

約
社
員
の
労
働
条
件
が
正
規
社
員
と
違
う

の
は｢

不
合
理｣

と
判
断
し
ま
し
た
。
そ
し

て
扶
養
手
当
、
年
末
年
始
勤
務
手
当
、
祝

日
給
、
夏
期
冬
期
休
暇
、
有
給
の
病
気
休

暇
を
非
正
規
社
員
に
与
え
る
こ
と
を
命
じ

ま
し
た
。

諸
手
当
に
関
し
て
は
、
す
で
に
18
年
の

最
高
裁
の
判
決
（
ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ
ク
ス
、

長
澤
運
輸
）
で
、
正
規
社
員
に
支
払
わ
れ

て
い
る
給
食
手
当
、
通
勤
手
当
、
皆
勤
手

当
等
を
非
正
規
社
員
に
支
給
す
る
こ
と
が

確
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
判
決
本
文
か

ら
は
外
さ
れ
て
い
ま
す
が
、｢

非
正
規
社

員
に
支
給
す
る
必
要
が
あ
る｣

と
確
定
し

た
も
の
に
、
住
宅
手
当
、
勤
続
褒
賞
、
残

業
手
当
割
増
率
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
最
高
裁
の
一
連
の
判
決
な
ど
に

よ
っ
て
、
正
規
社
員
に
支
払
わ
れ
て
い
る

諸
手
当
や
休
暇
、
福
利
厚
生
な
ど
の
制
度

に
つ
い
て
は
、
非
正
規
社
員
に
も
支
給
し
、

制
度
の
利
用
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
ま
し
た
。

確
定
し
た
判
決
に
つ
い
て

判
決
は
一
般
的
に
規
範
性
を
も
つ
準
則

と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
今
回
の
判
決
は
、
日
本
郵
政
の
み

な
ら
ず
、
他
の
企
業
に
も
適
用
で
き
る
内

容
で
す
。
従
っ
て
、
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
、

諸
手
当
に
格
差
が
あ
る
場
合
は
是
正
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

手
当
の
廃
止
に
注
意

同
一
処
遇
に
す
る
た
め
に
、
諸
手
当
を

廃
止
す
る
方
向
も
一
部
の
会
社
で
出
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
不
利
益
変
更
と
な

り
注
意
が
必
要
で
す
。
日
本
郵
政
グ
ル
ー

プ
は
、
転
勤
の
な
い
一
般
職
に
支
給
さ
れ

て
い
る
住
宅
手
当
を
、
10
年
で
段
階
的
に

引
き
下
げ
る
経
過
措
置
を
決
め
ま
し
た
。

必
要
な
対
応
に
つ
い
て

雇
用
形
態
の
違
い
に
よ
る
待
遇
差
が
な

い
か
確
認
す
る
に
は
、
賃
金
、
一
時
金
、

各
種
手
当
の
金
額
が
公
開
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
り
、
労
働
組
合
は
デ
ー
タ
収
集
と

公
開
を
行
う
べ
き
で
す
。
ま
た
、
格
差
が

確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
格
差
是
正
の
対

応
を
求
め
、
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
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日立ジョンソンコ

ントロールズ空調

と関連会社で働く

人のネットワーク

派遣社員にも同等の休業手当を

3月に、製造、品証、資材部

門などが2日間休業となりまし

た。社員には、休業手当（75％）

が支給されていますが、派遣社

員の扱いは、派遣元会社に任せ

られています。しかし、休業の

責任は派遣先の会社にあります。

派遣社員に対しても、派遣先の

社員と同等の休業手当が支払わ

れるような対策が必要ではない

でしょうか。


